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緑化している墓地の事例（識名） 

擁壁の場合 

・圧迫感の軽減 

・積極的に緑化を行う 

墓地ごとに 1 本以上の中高木

植栽を施し、低い生垣の設置や

ブロック塀緑化を行うことに

より、すっきりとした緑豊かな

景をつくることができます。 

③広大な墓地群一帯の街路沿道景観を歴史エリア、世界遺産の緩衝地帯にふさわしく調和させるよ

う配慮します。 
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＜景観形成基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・屋根は、歴史的景観を創出するため、勾配屋根・赤瓦葺とするよう努

めます。 

・囲い石垣は、伝統的な琉球石灰岩の使用など、沖縄の歴史・伝統的な

修景に努めます。 

・その他の垣・柵は、生垣やチニブ（竹）垣など、伝統的な様式を活か

します。 

・歴史的・伝統的な景観を際だたせるため、さらなる緑化を推進します。 

 

屋根は勾配屋根・赤瓦葺とし、

歴史的景観を創出します。 

伝統的な琉球石灰岩などを活用し、沖縄

の歴史・伝統的な修景に努めます。 

緑化を推進し、歴史的・伝統的

な景観を際立たせます。 

【現状】 

【景観形成イメージ（民地の修景）】 

【景観形成イメージ（公共空間の修景）】 

歩道を琉球石灰岩の石張りとし、歴

史・伝統的な修景に努めます。 
無電柱化を促進し、歴史的・伝統

的な景観を際立たせます。 
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■エリア区分 

低層の住宅地域にあり首里城の城下町であった首

里台地（首里杜）一帯は、歴史的伝統的な景観を残し

ています。それらの個性ある歴史文化景観の保全・修

景等を行うエリアとして区分します。 

なお、都市景観形成地域として指定されている＜首

里金城地区＞＜龍潭通り沿線地区＞も首里歴史エリア

に含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．首里歴史エリア 

■骨格的景観要素図における位置図 
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首里歴史エリア 

現在の首里三箇 
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＜景観整備の目標＞ 

・亜熱帯庭園都市の典型的なエリアとして、歴史的・伝統的景観の保全・修景・活用を目指します。 
 

 

＜全体方針＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

末吉公園内ナーカヌカー 

 
安谷川嶽 

末吉宮 

①首里城をはじめとする世界遺産及びその緩衝地帯、文化財・歴史的遺産の集積地、歴史的な風情を

残す緑豊かな城下の街並みとして、その景観の保全・修景・活用を図ります。 
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崎山馬場 

ヒジ川ビラ 

②建物や街路などは、首里城や首里三箇などの歴史的な集落、樋川や御嶽の杜などの歴史的・伝統的

景観資源などに調和した形態や意匠とします。また、赤瓦や石垣など地域の個性を生かした緑豊か

な低層住宅地の景観形成を図ります。 
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宝口樋川 

石垣を活用した住宅（赤田） 
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鳥掘の斜面 

龍潭通り付近のスージグヮー 

③「スージグヮー」の保全・修復を図ります。 

④歴史的な首里の骨格となる緑の稜線の保全にあわせ、それらの眺望景観の保全及び眺望点の整備を

図ります。 

⑤建築等の高さは、首里の骨格となる緑の稜線が、首里城内の主要眺望点から視認できるよう配慮し

ます。 
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＜景観形成基準＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

敷地内に 1 本以上の中高木植栽を施し、

低い生垣の設置やブロック塀緑化を行う

ことにより、緑豊かな景観をつくり、歴史

的・伝統的な景観を際立たせます。 

Before 

After① 

After② 

屋根は勾配屋根・赤瓦葺とし、

歴史的景観を創出します。 

生垣やチニブ（竹）垣を活用し、歴

史的・伝統的な景観を創出します。 

・屋根は、歴史的景観を創出するため、勾配屋根・赤瓦葺とするよう努めます。 

・囲い石垣は、伝統的な琉球石灰岩の使用など、沖縄の歴史・伝統的な修景に努めます。 

・その他の垣・柵は、生垣やチニブ（竹）垣など、伝統的な様式を活かします。 

・歴史的・伝統的な景観を際だたせるため、さらなる緑化を推進します。 

・建築物の最高高さは 15m 以下とします。※用途地域で高さ規制のない地域 

・景観計画における景観形成基準（全エリア共通、並びに首里金城地区及び龍潭通り地区においては

首里歴史エリア）を適用します。 

 




